
令 和 ８ 年 ６ 月 １ １ 日 

青 森 県 河 川 砂 防 課 

 

第９回中村川流域治水緊急対策推進会議を開催します 

 

※１ 気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川改修等の対策をより一層加速するととも

に、流域のあらゆる関係者が協働して、ハード・ソフト一体となった水災害対策を行う考え方。 

※２ 特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定し、法的枠組の下、ハード整備の加速化や雨水流出抑制に取

り組むことにより、流域治水の実効性を高めることができる。 

※３ 特定都市河川流域において浸水被害対策を総合的に推進し、浸水被害の防止・軽減を図るための計画。 

 

■日  時  令和８年６月１６日（火）１４時００分～１５時００分 

■場  所  青森県庁 東棟５３８会議室（ＷＥＢ開催） 

■議  事  ①緊急対策のフォローアップについて ②流域水害対策計画について 

■情報提供  鰺ヶ沢町より３Ｄ都市モデルの取り組み紹介 

 

□これまでの推進会議の概要については、県庁ＨＰをご覧ください 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/nakamuragawaryuuikichisuikinkyuutaisakusuishinkaigi.html 
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○ 中村川下流部の鰺ケ沢町市街地では、令和４年８月の大雨において、外水・内水

による大規模な浸水が発生したことから、再度の浸水被害の防止・軽減のための対

策が求められています。 
 

○ このため、「流域治水」※１の考えに基づき、国、県、町等の関係機関が、再度災害

の防止・軽減に向けた目標を共有し、密接な連携体制の下で各々が担うべき緊急対

策（実施期間概ね１０年）を令和５年３月に決定し、鋭意推進しています。 
 

○ 今回の第９回会議は、令和６年７月に「特定都市河川」※２に指定された中村川に

係る「流域水害対策計画」※３の素案に対し、学識経験者及び構成員から意見を聴取

するものです。 

中村川 流域治水 推進会議 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/nakamuragawaryuuikichisuikinkyuutaisakusuishinkaigi.html


 

第９回 中村川流域治水緊急対策推進会議 

 

日時 令和８年 6 月１６日（火） 

14：０0 ～ 1５：00 

場所 Web 会議 

 

次  第 

 

1. 開会挨拶 

2. 出席者紹介 

3. 議事 

(1) 緊急対策のフォローアップについて       資料１ 

(2) 流域水害対策計画について 

    資料２－１ 資料２－２ 資料２－３ 資料２－４ 

4. 鰺ヶ沢町より情報提供 

5. 閉会 


